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議  事  録 

 

会 議 名    令和３年９月 伊奈町農業委員会総会 

招集月日    令和３年９月２７日（月） 

開会時刻    午前１０時００分 

閉会時刻    午前１１時１５分 

招集場所    上下水道庁舎 第１会議室 

応招委員（農業委員）     

小林 久夫  白幡 武悟  秋山 英章  高山 貢一       

蓮見 紳一  戸井田武夫 

応招委員（農地利用最適化推進委員）       

細田 光一  加藤 幹夫   

   計  ９ 名 

欠 席 委 員（農業委員） 加藤 泰三  齋藤 誠一  齋藤 勝明  青木 久眞   

大塚 俊雄 

     （農地利用最適化推進委員） 渡辺 久夫  大島 久雄  中村 仁 

議事録署名  小林 久夫  白幡 武悟 

事務局職員  中本局長、岡野補佐、川田係長、工藤主任 

 

会議経過及び結果 

開会                     伊奈町農業委員会会議規則第４条の規定に基づき、会長が会議の

議長となる 

  議事録署名委員の指名     伊奈町農業委員会会議規則第１３条第２項による署名委員の指名

事務局長 

定刻となりましたので、只今から令和３年９月の農業委員会総会を開催いたします。 

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言期間中であることから、出席委員を減らしての総

会となります。 

本日は、農業委員は６名の出席でございます。 

推進委員は２名の出席でございます。 

伊奈町農業委員会会議規則第６条の規定に基づく、定足数を満たしておりますので、本会が

成立しますことをご報告いたします。 

それでは高山会長代理、開会のあいさつをよろしくお願いします。    

会長代理 高山会長代理 あいさつ 

会長 戸井田会長 あいさつ 

伊奈町農業委員会会議規則第４条の規定に基づき、会長が会議の議長となる 

（１０：００開会） 

議長 

ただいまから、令和３年９月の農業委員会総会を開会します。 

    本日の議事録署名委員につきましては、小林久夫委員、白幡武悟委員を指名しますので、よ

ろしくお願いします。 

はじめに、第１号議案、農地法第５条の規定による許可申請審議を行います。番号１７番を議題

といたします。事務局から議案の朗読と内容の説明をお願いします。 



事務局 

第１号議案番号１７番について議案書１ページにある土地の表示、申請人住所・氏名及び申 

請事由等説明。 

今回の申請地は、令和３年２月に除外の申出書が提出され、同年４月に除外のご審議いただ

いた案件になります。令和３年８月３日付けで除外認可公告を行ったものです。 

本案件は○○○○○○○○が賃貸借により○○○○さんが所有する農地を駐車場敷地にす

る事業計画になります。それでは事前にお配りいたしました「第１号議案番号１７番関係資料」

をご覧ください。 

資料１ページは申請書になります。 

続いて２ページ目は申請地の案内図になります。小室の別所にあります○○○○○○○○○

の北側、○○○○さんの自宅の隣でマークされているところになります。  

資料 3ページは理由書となっております。理由書に記載されておりますが、現在事業計画者

は昭和５３年より○○○を運営しており、さらに令和２年からは○○○○も新たに開園して慢

性的に駐車場が不足しており、朝の登園時には混雑して危険であることから、本申請地に駐車

場の拡張を計画したとのことです。 

資料 4 ページ 5ページは土地の全部事項証明書。 

資料 6 ページは公図の写し 

資料７ページから１３ページは駐車場の設置に係る資料、現況写真、現況図、土地利用計画

図、になります。 

資料１４ページは隣地同意書。 

資料１５ページから２１ページは資金計画書、見積書、残高証明になります。 

資料２２ページから２９ページは履歴事項証明書、学校法人の寄付行為。 

資料３０ページは除外証明書。 

資料３１、３２ページは印鑑証明書。 

資料３３ページは委任状になります。 

それでは、申請地における立地基準と一般基準につきまして順次ご説明いたします。まず、

立地基準といたしましては、申請の土地は第２種農地に区分されます。２種農地のあてはまる

要件といたしましては、「宅地化の状況から見て、第３種農地に該当することが見込まれる区

域に近接する区域内にある農地で、その規模がおおむね１０ｈa未満である。近接する区域と

は、市街化区域からおおむね５００ｍ以内農地」に該当いたします。申請地は、○○○○から

約３６０ｍのところに位置し、農地の広がりも０．２ha と１０ha 未満です。また、第２種農

地は、代替性も審査の対象となりますが、理由書の記載内容から、代替地に立地は困難である

と考えます。法定記載・法定添付書類や現地等から判断しても、問題ないものと考えます。 

次に一般基準ですが、こちらは事業実施の確実性と周辺農地に対する被害防除について検討

していただくものです。法定記載・法定添付書類等を確認したところ、特に問題となる事項は

見当たりませんでした。立地基準・一般基準ともに許可の条件を備えておりますので、農地転

用はやむを得ないものと思われます。農地法第５条の規定による許可申請につきまして、許可

相当との意見をそえて知事宛送付してよろしいかご審議願います。また、不許可相当及び許可

の条件を付して送付する場合、その内容につきましてご審議願います。事務局からの説明は以

上でございます。 

議長 

担当地区の青木久眞委員、渡辺久夫推進委員ですが本日招集していないため、事務局より意



見等の代読をお願いします。 

事務局 

  青木委員の意見でございますが、２１日に現地を確認していただきました。現在は栗が植わ

っているが、許可後に伐採し、駐車場に整備するとの話を聞いたとのことでした。次に渡辺推

進委員の意見でございますが、２４日に現地を確認していただきました。除外審査の時と状況

は変わっておらず、栗やさといもが植わっていて特に問題はないとの意見でございました。 

議長 

それではほかの農業委員さん、推進委員さんからご意見、ご質疑等がありましたら発言をお 

願いします。ご意見並びにご質疑がありませんので、これより採決をします。申請のとおり可

決・決定し、許可相当の意見を付して知事に進達することに賛成の方は挙手願います。 

各委員  

挙手「全員」 

議長 

  挙手全員です。よって、１７番については、申請のとおり可決・決定し、許可相当の意

見を付して知事に進達することに決定しました。次に、番号１８番を議題といたします。事務

局から議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

第１号議案番号１８番について議案書１ページにある土地の表示、申請人住所・氏名及び申 

請事由等説明。 

本案件は、○○○にお住まいの○○○○さんが売買により土地を取得し、自己用住宅を建築

する事業計画になります。 

それでは事前にお配りいたしました「第１号議案番号１８番関係資料」をご覧ください。 

資料１ページは申請書になります。 

続いて２ページ目は申請地の案内図になります。○○○○○○○○○の北西、○○○の道を

挟んだところで申請地と示しているところで先月ご審議いただいた○○さんの案件の隣にな

ります。 

  資料 3ページは理由書となっております。理由書に記載されておりますが、現在事業計画者

は○○○の借家に住んでおりますが、子供の成長に伴い手狭になり、本申請地に自己用住宅の

建築を計画したとのことです。 

資料４ページは土地の全部事項証明書。 

資料５ページは公図の写し 

資料６ページから９ページは土地利用計画図、建物の図面になります。 

資料１０ページから１５ページは資金調達計画書、見積書、融資証明書、融資貸付者の印鑑

証明書、残高証明書になります。 

資料１６、１７ページは住民表。 

資料１８、１９ページは印鑑証明書。 

資料２０ページは委任状になります。 

それでは、申請地における立地基準と一般基準につきまして順次ご説明いたします。まず、

立地基準といたしましては、申請の土地は第３種農地に区分されます。第３種農地に当てはま

る要件といたしましては、「申請に係る農地からおおむね３００ｍ以内に鉄道の駅が存在する

こと」となっております。申請地は○○○○○○○○○○○から約２５０ｍの距離にあり、こ

の要件を満たしております。よって第３種農地の転用は、立地基準におきましては、許可する



ことができるとされております。 

次に一般基準ですが、こちらは事業実施の確実性と周辺農地に対する被害防除について検討

していただくものです。法定記載・法定添付書類等を確認したところ、特に問題となる事項は

見当たりませんでした。本案件につきまして、開発担当課にも確認をいたしましたが、既に申

請を受け農地転用許可日と同日付けで許可見込みであるとの回答をいただいております。立地 

基準・一般基準ともに許可の条件を備えておりますので、農地転用はやむを得ないものと思わ

れます。農地法第５条の規定による許可申請につきまして、許可相当との意見をそえて知事宛

送付してよろしいかご審議願います。また、不許可相当及び許可の条件を付して送付する場合、

その内容につきましてご審議願います。事務局からの説明は以上でございます。 

議長 

  担当地区委員の白幡武悟委員さんから、補足説明等ありましたらお願いします。 

白幡武悟委員 

  先週の火曜日に現地を確認してきました。きれいに管理されていて、草などもくるぶしまで

刈られていて、隣接の案件を見た２か月前よりはちゃんと管理されているように見えました。

特に問題となる要件はないように感じました。売り主の地権者にも話を聞きましたが、順次売

っていく予定だとのことでした。 

議長 

本地区担当の細田光一推進委員さん、意見等ありましたら、お願いします。 

細田光一推進委員 

  先月審議した案件のすぐ裏ということで、現況としては畑として使える土地であると思いま

す。隣接地がだんだん開発されている状況からすると、宅地化されていくのもしょうがないの

かなと思います。 

議長 

それではほかの農業委員さん、推進委員さんからご意見、ご質疑等がありましたら発言をお 

願いします。ご意見並びにご質疑がありませんので、これより採決をします。申請のとおり可

決・決定し、許可相当の意見を付して知事に進達することに賛成の方は挙手願います。 

各委員  

挙手「全員」 

議長 

  挙手全員です。よって、１８番については、申請のとおり可決・決定し、許可相当の意

見を付して知事に進達することに決定しました。次に、番号１９番を議題といたします。事務

局から議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

第１号議案番号１８番について議案書１ページにある土地の表示、申請人住所・氏名及び申 

請事由等説明。 

今回の申請地は、令和３年２月に除外の申出書が提出され、同年４月に除外のご審議いただ

いた案件になります。令和３年８月３日付けで除外認可公告を行ったものです。本案件は○○

○○○○○○を営んでいる○○○○○○○○○が売買により土地を取得し駐車場敷地を拡張

する事業計画になります。それでは事前にお配りいたしました「第１号議案番号１９番関係資

料」をご覧ください。 

資料１ページは申請書になります。 

続いて２ページ目は申請地の案内図になります。役場といなほ街道の中間地点にある斜線で



しめしたところになります。隣接地はすでに農地転用済みで○○○○○○○○が駐車場として

使用しております。  

資料３ページは理由書となっております。理由書に記載されておりますが、現在事業計画者

は町内で○○○○○○○○を営んでおりますが、事業量の増加に伴う駐車場の拡充や町内に点

在している駐車場を集約して作業の効率化を図るために令和２年に除外、農地転用を行い本申

請地の隣接地に駐車場を設置、操業しておりましたが、除外、農転の約１年間の間に更なる事

業量の増加や所有車両の増加に伴い、本申請地に駐車場の拡張を計画したとのことです。 

資料４ページ６ページは土地の全部事項証明書。 

資料７ページは公図の写し。 

資料８ページから２４ページは駐車場の設置に係る資料、土地利用計画図、所有車両一覧表、

現況図、現況写真、現在資料している駐車場の賃貸借契約書の写しになります。 

資料２５ページから２８ページは資金計画書、見積書、残高証明になります。 

資料２９ページは事業量の増加がわかる資料として決算報告書。 

資料３７ページから４１ページは新たに購入予定の車両の注文書。 

資料４２ページから５１ページは履歴事項証明書と定款。 

資料５２、５３ページは印鑑証明書。 

資料５４、５５ページは委任状になります。 

それでは、申請地における立地基準と一般基準につきまして順次ご説明いたします。まず、

立地基準といたしましては、申請の土地は第２種農地に区分されます。２種農地のあてはまる

要件といたしましては、「宅地化の状況から見て、第３種農地に該当することが見込まれる区

域に近接する区域内にある農地で、その規模がおおむね１０ｈa未満である。近接する区域と

は、市街化区域からおおむね５００ｍ以内農地」に該当いたします。申請地は、○○○○○か

ら約４８０ｍのところに位置し、農地の広がりも４ha と１０ha 未満です。また、第２種農地

は、代替性も審査の対象となりますが、理由書の記載内容から、代替地に立地は困難であると

考えます。法定記載・法定添付書類や現地等から判断しても、問題ないものと考えます。次に

一般基準ですが、こちらは事業実施の確実性と周辺農地に対する被害防除について検討してい

ただくものです。法定記載・法定添付書類等を確認したところ、特に問題となる事項は見当た

りませんでした。立地基準・一般基準ともに許可の条件を備えておりますので、農地転用はや

むを得ないものと思われます。農地法第５条の規定による許可申請につきまして、許可相当と

の意見をそえて知事宛送付してよろしいかご審議願います。また、不許可相当及び許可の条件

を付して送付する場合、その内容につきましてご審議願います。事務局からの説明は以上でご

ざいます。 

議長 

  担当地区委員の秋山英章委員さんから、補足説明等ありましたらお願いします。 

秋山英章委員 

  先日現地を見てきました。先に農免道沿いの土地を駐車場として使用していてその隣の土地

で西側に広い道に面しているので、広げれば両方の道から車両の出入りが可能になる状況です。

先日地権者に聞いたところ、やはり、事業計画者は、前回申請した土地と今回の申請地合わせ

て利用したい考えがあったそうで、今回の申請で拡張したいとのことでした。隣接農地等に特

に問題はないと思いますが、北側の農免道に通じる細い道があるのですが、交差点の見通しが

どうなるのか気がかりではあります。 

議長 



本地区担当の大島久雄推進委員ですが、本日招集していないため、事務局より意見等の代読

をお願いします。 

事務局 

  大島推進委員の意見でございますが、現地の方を確認していただきました。申請地の隣です

でに〇〇〇〇〇〇〇が操業していて除草が行われてはいないが荒れているとまでは言えない

とのことです。また、申請地と牧田さんの家の間の道は狭く、そこから西の交差点に出る際は

見通しが悪いため、ブロックではなくフェンスなどしていただけるよう言えないかとの意見が

ございました。農地転用については特に問題はないとのことでした。 

議長 

  北側の細い町道からでは、１０トン車の出入りはできないのではないか。 

事務局 

  同様の質問はさいたま農林振興センターからも受けていましたが、事業計画者に確認したと

ころ、西側の町道からの出入りを予定しておりますので、北側の町道には大型車の通行は想定

していないとのことです。 

議長 

それではほかの農業委員さん、推進委員さんからご意見、ご質疑等がありましたら発言をお 

願いします。ご意見並びにご質疑がありませんので、これより採決をします。申請のとおり可

決・決定し、許可相当の意見を付して知事に進達することに賛成の方は挙手願います。 

各委員  

挙手「全員」 

議長 

  挙手全員です。よって、１９番については、申請のとおり可決・決定し、許可相当の意見を

付して知事に進達することに決定しました。次に、番号２０番を議題といたします。事務局か

ら議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

第１号議案番号２０番について議案書１ページにある土地の表示、申請人住所・氏名及び申 

請事由等説明。 

今回の申請地は、令和３年２月に除外の申出書が提出され、同年４月に除外のご審議いただ

いた案件になります。令和３年８月３日付けで除外認可公告を行ったものです。本案件は運送

業を営んでいる〇〇〇〇〇が賃貸借により土地を借上げ駐車場とする事業計画になります。そ

れでは事前にお配りいたしました「第１号議案番号２０番関係資料」をご覧ください。 

資料１ページは申請書になります。 

続いて２ページ目は申請地の案内図になります。○○○と○○○○○○○○の間で○○○○

○○○に接道している斜線でしめしているところです。  

資料 3ページは理由書となっております。理由書に記載されておりますが、現在事業計画者

は運送業を営んでおり、○○と○○に事業所、駐車場を置き営業しておりましたが、○○の営

業所と駐車場の敷地の地権者より立ち退きを求められたため、本申請地に駐車場の移転を計画

したものです。営業所については移転済みとのことです。 

資料 6、7ページは土地の全部事項証明書。 

資料 8、9ページは公図の写し 

資料 10 ページから１９ページは駐車場の設置に係る資料、土地利用計画図、現況図、現況

写真、現在資料している駐車場の賃貸借契約書の写しになります。 



資料２０、２１ページは明渡合意書と明渡猶予に関する覚書。 

資料２２ページから４２ページは横浜での事業の内容がわかる資料。 

資料４３ページから４５ページは資金計画書、見積書、残高証明になります。 

資料４６、４７ページは地権者との合意書。 

資料４８ページは隣接地の同意書。 

資料４９ページから５６ページは履歴事項証明書と定款。 

資料５７、５８ページは運送業の許可証明書と実績報告書。 

資料５９ページは除外証明書。 

資料６０、６１ページは印鑑証明書。 

資料６２ページは委任状になります。 

それでは、申請地における立地基準と一般基準につきまして順次ご説明いたします。まず、

立地基準といたしましては、申請の土地は第２種農地に区分されます。２種農地のあてはまる

要件といたしましては、「宅地化の状況から見て、第３種農地に該当することが見込まれる区

域に近接する区域内にある農地で、その規模がおおむね１０ｈa未満である。近接する区域と

は、市街化区域からおおむね５００ｍ以内農地」に該当いたします。申請地は、○○○○から

約２００ｍのところに位置し、農地の広がりも９．３ha と１０ha 未満です。また、第２種農

地は、代替性も審査の対象となりますが、理由書の記載内容から、代替地に立地は困難である

と考えます。法定記載・法定添付書類や現地等から判断しても、問題ないものと考えます。次

に一般基準ですが、こちらは事業実施の確実性と周辺農地に対する被害防除について検討して

いただくものです。法定記載・法定添付書類等を確認したところ、特に問題となる事項は見当

たりませんでした。立地基準・一般基準ともに許可の条件を備えておりますので、農地転用は

やむを得ないものと思われます。農地法第５条の規定による許可申請につきまして、許可相当

との意見をそえて知事宛送付してよろしいかご審議願います。また、不許可相当及び許可の条

件を付して送付する場合、その内容につきましてご審議願います。事務局からの説明は以上で

ございます。 

議長 

担当地区の青木久眞委員、渡辺久夫推進委員ですが本日招集していないため、事務局より意

見等の代読をお願いします。 

事務局 

  まず、青木委員の意見でございますが、２２日に現地を確認していただいきました。耕作物

はなく、除草にて管理しており、特に問題となるものはないとの意見でございました。次に渡

辺推進委員の意見でございますが、２３日に現地を確認していただきました。広い通りに面し

ており、この計画している車両の通行に支障は無さそうである。現地としては膝下の草がある

程度で管理してあり問題はないとの意見でございました。 

議長 

それではほかの農業委員さん、推進委員さんからご意見、ご質疑等がありましたら発言をお 

願いします。ご意見並びにご質疑がありませんので、これより採決をします。申請のとおり可

決・決定し、許可相当の意見を付して知事に進達することに賛成の方は挙手願います。 

各委員  

挙手「全員」 

議長 

挙手全員です。よって、２０番については、申請のとおり可決・決定し、許可相当の意見を



付して知事に進達することに決定しました。次に、番号２１番を議題といたします。事務局か

ら議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

第１号議案番号２１番について議案書１ページにある土地の表示、申請人住所・氏名及び申 

請事由等説明。 

本案件は、○○○○○が賃貸借により申請地を借上げし、受注した工事の施工期間において

仮設事務所および駐車場として利用するものです。工事終了後は農地に戻す一時転用の案件に

なります。「第１号議案番号２１番関係資料」をご覧ください。 

資料１ページは申請書になります。 

続いて２ページ目は、案内図になります。○○○○○○○○○○の北側で○○○○○○○○

○○○○の向かい側、申請地と示したところになります。 

資料３ページは理由書になります。事業計画者は○○○○○の建築工事を受注しその工事を

行う際に必要となる工事車両と仮設事務所のスペースが工事現場にないため、近隣で探したと

ころ、必要となる面積が確保できる本申請地を選定したとのことです。なお、工事施工後には

現状復旧し農地に戻す一時転用となります。 

資料４ページは土地の全部事項証明書。 

資料５は公図の写し。 

資料６ページから８ページは資材置場の設置に係る資料、土地利用計画図、仮設事務所のカ

タログです。 

資料９ページから１３ページは資金調達計画書、見積書です。残高証明書については、本日

お配りしております資料をご覧ください。 

資料１４ページは隣地同意書です。 

資料１５ページは農地復旧後の作付け計画書。 

資料１６ページから３１ページは履歴事項全部証明書と定款。 

  資料３２ページ、３３ページは印鑑証明書。 

資料３４、３５ページは委任状になります。 

それでは、申請地における立地基準と一般基準につきまして順次ご説明いたします。まず、

立地基準といたしましては、申請の土地は第３種農地に区分されます。第３種農地に当てはま

る要件といたしましては、「申請に係る農地からおおむね３００ｍ以内に鉄道の駅が存在する

こと」となっております。申請地は○○○○○○○○○○○から約１６０ｍの距離にあり、こ

の要件を満たしております。よって第３種農地の転用は、立地基準におきましては、許可する

ことができるとされております。次に、一般基準でございますが、事業実施の確実性と周辺農

地に対する被害防除について検討していただくものです。法定記載・法定添付書類等を確認し、

特に問題となる事項は見当たりませんでした。立地基準・一般基準ともに許可の条件を備えて

おりますので、農地転用はやむを得ないものと思われます。農地法第５条の規定による許可申

請につきまして、許可相当との意見をそえて知事宛送付してよろしいかご審議願います。また、

不許可相当及び許可の条件を付して送付する場合、その内容につきましてご審議願います。事

務局からの説明は以上でございます。 

議長 

  担当地区委員の白幡武悟委員さんから、補足説明等ありましたらお願いします。 

白幡武悟委員 

  道路に面した細長い土地の形状でして、隣接地では農作業をしている形跡も見られましたが、



計画図にあるようにフェンス等で被害防除をするようなので、一時転用とのことなので問題は

ないかと思います。 

議長 

本地区担当の細田光一推進委員さん、意見等ありましたら、お願いします。 

細田光一推進委員 

  交差点の角地で細長い土地で、以前は地権者の父親がブドウを作っていたところですが、亡

くなられてからは草は膝下位はありますが、畑として管理している状況です。近隣の同意書もあ

ることから許可相当でいいのかなと考えております。 

議長 

それではほかの農業委員さん、推進委員さんからご意見、ご質疑等がありましたら発言をお 

願いします。ご意見並びにご質疑がありませんので、これより採決をします。申請のとおり可

決・決定し、許可相当の意見を付して知事に進達することに賛成の方は挙手願います。 

各委員  

挙手「全員」 

議長 

  挙手全員です。よって、２１番については、申請のとおり可決・決定し、許可相当の意見を

付して知事に進達することに決定しました。次に、番号２２番を議題といたします。事務局か

ら議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

第１号議案番号２２番について議案書１ページにある土地の表示、申請人住所・氏名及び申 

請事由等説明。 

本案件は、○○○○○○○○○が賃貸借により申請地を借上げし、駐車場として利用するも

のです。賃貸借契約期間満了後は農地に戻す一時転用の案件になります。「第１号議案番号２

１番関係資料」をご覧ください。 

資料１、２ページは申請書になります。 

続いて３ページ目は、案内図になります。○○○○の南東で斜線で示したところになります。 

資料４ページは理由書になります。事業計画者は契約していた駐車場の管理会社より立ち退

きを求められ、伊奈店の建て替え工事の完了までの期間臨時の駐車場が必要となり、近隣で探

したところ、必要となる面積が確保できる本申請地を選定したとのことです。なお、工事施工

後には現状復旧し農地に戻す一時転用となります。 

資料５ページから９ページは土地の全部事項証明書。 

資料１０ページは公図の写し。 

資料１１ページから１４ページは資材置場の設置に係る資料、土地利用計画図です。 

資料１５ページから１８ページは資金調達計画書、見積書、残高証明書です。 

資料１９ページから２７ページは履歴事項全部証明書と定款。 

資料２８ページは農地復旧後の作付け計画書。 

資料２９ページは隣地同意書です。 

資料３０ページから３３ページは駐車場管理会社からの駐車場閉鎖のお知らせと賃貸借契

約書の写し。 

資料３４ページは除外証明書。 

  資料３５ページから３７ページは印鑑証明書。 

資料３８、３９ページは委任状になります。 



それでは、申請地における立地基準と一般基準につきまして順次ご説明いたします。まず、

立地基準といたしましては、申請の土地は第２種農地に区分されます。２種農地のあてはまる

要件といたしましては、「宅地化の状況から見て、第３種農地に該当することが見込まれる区

域に近接する区域内にある農地で、その規模がおおむね１０ｈa未満である。近接する区域と

は、市街化区域からおおむね５００ｍ以内農地」に該当いたします。申請地は、〇〇〇〇から

約２０ｍのところに位置し、農地の広がりも１．６ha と１０ha 未満です。また、第２種農地

は、代替性も審査の対象となりますが、理由書の記載内容から、代替地に立地は困難であると

考えます。法定記載・法定添付書類や現地等から判断しても、問題ないものと考えます。次に、

一般基準でございますが、事業実施の確実性と周辺農地に対する被害防除について検討してい

ただくものです。法定記載・法定添付書類等を確認し、特に問題となる事項は見当たりません

でした。立地基準・一般基準ともに許可の条件を備えておりますので、農地転用はやむを得な

いものと思われます。農地法第５条の規定による許可申請につきまして、許可相当との意見を

そえて知事宛送付してよろしいかご審議願います。また、不許可相当及び許可の条件を付して

送付する場合、その内容につきましてご審議願います。事務局からの説明は以上でございます。 

議長 

担当地区の青木久眞委員、渡辺久夫推進委員ですが本日招集していないため、事務局より意

見等の代読をお願いします。 

事務局 

  青木委員の意見でございますが、２２日に現地確認していただきました。耕作物は無く、草

刈にて除草整備されており、鉄板での駐車場整備とのことなので、現状復帰も容易と思われる。

特に問題はないとの意見でした。次に渡辺推進委員の意見でございますが、２３日に現地を確

認していただきました。現在作付けはされていないが、草刈などの管理がされている状態であ

る。特に問題はないとの意見でした。 

議長 

それではほかの農業委員さん、推進委員さんからご意見、ご質疑等がありましたら発言をお 

願いします。ご意見並びにご質疑がありませんので、これより採決をします。申請のとおり可

決・決定し、許可相当の意見を付して知事に進達することに賛成の方は挙手願います。 

各委員  

挙手「全員」 

議長 

  挙手全員です。よって、２２番については、申請のとおり可決・決定し、許可相当の意見を

付して知事に進達することに決定しました。続きまして、会務報告及び許可状況報告を事務局長

から申し上げます。中本局長よろしくお願いします。 

中本事務局長 

  〇会務報告 

  〇農地転用許可状況、届出状況 

議長 

続きまして、事務局から事務連絡をお願いします。 

事務局 

（事務連絡） 

  〇共進会の中止について 

  〇農地パトロールについて 



  〇流動化新規依頼（更新依頼）について 

議長 

以上で、報告並びに事務連絡を終わります。ただいまの報告並びに事務連絡につきまして、

質疑等何かありますか。 

続きまして、次回の総会の日程につきまして、ご協議をお願いします。 

１０月２５日、月曜日、役場、２階、第１会議室、午前１０時００分で調整をお願いします。

以上で、本日の議事は終了しました。これをもちまして、閉会とします。 

（１１：１５閉会） 
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